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　令和4年8月5日の任期満了に伴う、常陸大宮市
議会議員一般選挙の日程を決定しました。
○告示日　令和4年7月3日（日）
○投票日　令和4年7月10日（日）
○選挙すべき人数　18人

※参議院議員通常選挙と同日に行うため、投票日
等を変更する場合があります。

※立候補予定者等への説明会などの日程は、今後
発行される「広報常陸大宮お知らせ版」等でお
知らせします。

　児童扶養手当、特別児童扶養手当につきまして
は、毎年度額の改定が行われており、令和4年4
月分からの額は下記の通りになります。
※物価変動率（－0.2%）に基づき、0.2%の引き下

げとなります。

○児童扶養手当
　第１子　　　　全部支給 43,070円
　　　　　　　　一部支給 43,060円～10,160円
　第２子加算額　全部支給 10,170円
　　　　　　　　一部支給 10,160円～  5,090円
　第３子以降加算額　全部支給   6,100円
　　　　　　　　一部支給   6,090円～  3,050円
○特別児童扶養手当
　　　　　　　　1級　52,400円
　　　　　　　　2級　34,900円

　市では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金の申請受付を2月10日から開始しています。
　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の
受付は5月9日までとなっていますので、期限内
に早めの申請をお願いします。
　令和3年度の税の申告がお済みでない方に対し
ては、給付金の確認書を郵送しておりません。税
の申告を済ませた後、世帯全員が非課税である場
合は給付金支給の対象となる可能性があります。
　また、令和3年1月以降に新型コロナウイルス
の影響により収入が減少し、世帯全員が市民税非
課税相当になった世帯も、家計急変世帯として、
給付金支給の対象となる可能性がありますので、
社会福祉課までお問い合わせください。

　市産材（市内において生産された木材）を使用し
た住宅建設を対象に交付される助成制度です。

○交付要件
①市内に自ら居住するための住宅を建設し、工

事完了後速やかに入居できる方
②市町村税を滞納していない方
③市内の建設業者が施工する住宅であること
④市産材を5㎥以上使用する新築の住宅（日常の

生活機能が整備されていること）であること
⑤助成金の申請日から1年以内に建設工事が完

了すること
○申　　請　工事着手日の10日前まで
○助成金額　1㎥あたり4万円
　　　　　　（上限は一戸あたり60万円）

　これまで市では、18歳未満の方の療育手帳の
更新等手続きに際し、茨城県中央児童相談所の職
員が市内に出張し判定を行う「移動相談」を実施
してきましたが、令和3年度をもって終了となり
ました。
　4月以降は下記の問い合わせ先に連絡し、実施
日時を予約のうえ、判定を受けてください。

ご存知ですか?
常陸大宮市木造住宅建設助成制度

18歳未満の方の療育手帳の更新等手続き
にかかる移動相談の終了について

常陸大宮市議会議員一般選挙の期日について

問　　　   こども課こどもG　
　  ☎52-1111　内線137

本庁

問　　　   社会福祉課保護G　
　  ☎52-1111　内線132

本庁

問　 茨城県中央児童相談所（水戸市水府町864-16）
　 ☎029-221-4150
　 ※月曜～金曜日（年末年始、祝日を除く）8:30～17:15

児童扶養手当・特別児童扶養手当額に
ついて（令和4年4月分から）

問　　　   常陸大宮市選挙管理委員会（総務課内）
　  ☎52-1111　内線321・322　　53-6010

本庁
FAX

　　・　 　　  農林振興課農林整備G
　　　　  ☎52-1111　内線205
申請 問 本庁

住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金の申請はお済みですか?


